
【本サービスを利用できる方】 

 

本サービスは、加入内容閲覧システムにユーザー登録されている方が利用できます。 

 

１．対象者 

 (1)１月１日時点で、川崎重工業㈱もしくは Kawasaki 保険を導入している関係会社に在

籍している方（関係会社は１月１日より前の在籍情報を基にしている場合がありま

す。） 

 (2)Kawasaki 保険の加入対象（役員および従業員（試用社員、契約社員、実習生は除く））

である方 

 

２．ユーザー登録実施月 

  毎年２・７・９月に実施しています。 

 

３．その他 

 ４月入社の方は次のユーザー登録月まで加入内容閲覧サービスが利用できません。加 

入内容をお知りになりたい方は、“お問い合わせはこちら”のお問い合わせフォームか 

らお問い合わせください。 


